










原判決も、本件期間中に申立人が行っていた作業の 「実態は、いわゆる

『在宅勤務』にほかならない」と整理 してお り (原判決 13頁)、 そうであ

るにもかかわらず、給与請求の局面では労働時間と取 り扱わないとい うの

は、不公平極まりない。

(3)本件中学校においても、2020年 4月 初旬から、在宅勤務制度ができ、

申立人も在宅勤務を行った (甲 21、 ●ロリ交長調書15頁 )。 在宅勤務を実

施するにあたり、法令の改定や通達等も行われていない。かかる制度が実施

されてから、便宜上、本件中学校では、甲21号証のような書式で実施報告

をしているが、承認研修における所属長の承認 とは異なり、大阪市の職員の

給与に関する条例第 3条によれば、所属長の承認は要件ではなく、 「所定の

勤務時間による勤務」に対 し、給料が支給されるものである。

申立人は、上述 したとお り、まぎれもなく、 2020年 3月 19日 から

31日 までの公休 日を除く8日 間について、 「所定の勤務時間による勤

務」を行ったのであるから、問条例に基づく給料請求が認められなければ

ならない。

(4)以上述べたとおり、原判決の上記判示は、三菱重工業長崎造船所事件 。最

高裁 1小判決平成 12年 3月 9日 (労働判例 778号 11頁)と相反する判

断があるとい うべきである。

4 本件成果物の作成作業に係る日数に関する審理不尽又は釈明権の不行使

原判決の本件成果物の作成作業が実働 3日 分を超えるものと認めるに足 りる

証拠はない旨の判断は、一審および原審では全く議論されず、一審判決および

原判決においても全 く判示されていない。

一審および控訴審の裁判所では、本件成果物の作成作業が実働 3日 分を超え

るものであるか否かについて、訴訟当事者に主張立証すべきことを全 く促 しも

せず、示唆もしなかった。本作成果物の記載内容から、作成作業が実働 どの程
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度経過するかは、少なくとも申立人に促 しがあれば、申立人は、適切に主張立

証を尽くすことができた。

申立人は、本件期間中に、本件中学校における勤務開始以後に執務の過程で

業務上作成 してきた 20冊以上のキャンパスノー トやファイル 5冊から、これ

までの不登校児に対する関わり方を抽出し、分析の上、評価を加えるという作

業をした。量・質ともに「実働 3日 分」などで作業が完了するようなものでは

全くない。もし本件成果物の作成作業が実働 3日 分を超えるものであるか否か

について争点化されておれば、申立人は、業務ノー トの証拠化及び業務ノー ト

らの抽出や分析、評価の過程を陳述書や尋間で示す等 して、立証することが容

易であり、その準備もできていた。

原裁判所が、一審判決に表れず、原審でも争点とされなかったことを理由に

一審判決を変更するに際して、当事者、特に不利に変更された申立人に対 し

て、当該論点に関して全 く主張立証の機会を与えなかったことは、著 しく不公

正なものであって、原判決には審理不尽又は釈明権の不行使の違法があると言

わざるを得ない。

第 3 承認研修の不承認に係る裁量権の濫用・逸脱の解釈に関する重要な事項 (民

訴法 318条 1項)並びに審理不尽及び釈明権不行使の違法が認められること

1 原判決の判示

原判決は、本件承認研修は、教育あるいは不登校生対応について専門家や研

究機関から研修を受けたというものではなく、原告自身の教育活動や不登校生

へのかかわり方等を整理 したものであり、原告が本件中学校の教員として勤務

時間中に勤務場所においてその職務の一つとして行 うべきものであ り、特例法

22条 2項が想定している「研修」にはあたらないものであり、00校長は、

最終的に承認 しないと判断 したこと自体は、本来は当初から考慮 しておくべき

事柄を遅ればせながら考慮 した結果、合理的な判断に至ったものであって、裁
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策専門家会議の要請を踏まえ、政府が欧州からの帰国者に対 し、指定場

所での 2週間の待機や公共交通機関の利用自粛を要請することを発表

し、相手方も、申立人が帰国した 4日 後である同月 21日 以降の帰国者

について 2週間の職務免除を実施 していること等からすれば、これ らの

事情は、校長の裁量権の中で、自宅における承認研修 といった例外的な

取扱いを認めるべきか否かに際して、充分考慮すべき事項であったこと

は明らかである。

この点、一審判決は、「新型コロナに関する社会情勢等 といった考慮

すべき事情を考慮 しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用 した市

教委の見解に専ら依拠 して、本件承認研修を承認 しなかったとい う

"校長の判断は、考慮すべき事情を考慮せずになされたもの」と喝破 して

お り (原判決 21頁 )、 裁量権の濫用逸脱を通切に判断 している。

工 以上からすれば、裁量権の濫用・逸脱に関する上記最高裁判決の判断を

踏まえると、原判決の上記判示は、承認研修における「研修」の意義につ

いて、考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠いている。カロえ

て、新型コロナに関する社会情勢等 といった考慮すべき事項を考慮 してい

ない。その結果、社会観念上著 しく妥当を欠 く処分をしたものとい うほか

ない。

3 裁量権の濫用・逸脱に関する審理不尽又は釈明権の不行使

原判決は、本件承認研修は、その内容等からして、そもそも特例法 22条 2

項が想定 している「研修」には当たらないものであり、本件承認研修は承認で

きないものと考えられる旨の市教委の見解は合理的なものとい うべきである旨

判示 した (原判決 13～ 14頁 )。

一審判決では、市教委について、本件承認研修を承認するか否かに際 し、新

型コロナの社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮することなく、本件取扱
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